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１１月は建設業取引適正化推進月間 国土交通省・都道府県が指導に奮迅 

 

不当に低い下請代金指値発注や過大な赤伝処理法令遵守の契約で防止を 

国土交通省は９月５日に『１１月は建設業取引適正化推進月間です！』の見出しで、月間の標語を『みんなで守る適正 

取引』と定め、公表するとともに、適正取引の周知・徹底に尽力している。この月間は本紙昨年の１１月号で第１回実施を 

報じたが今年は２回目、月間の主旨は、建設業法(昭和２４年法律第１００号)の厳正かつ適正な運用により、法令の遵守 

指導等を通じその推進を図って来た。 

しかし、依然として建設業の請負契約における不適正取引が指摘されているので、建設業の健全な発達を促進する 

ため、この月間に集中的に法令遵守に関する活動を行うとしている。 

 

【平成 28年度実施要領】                                                            

期間=１１月(１１月１日～３０日） 

主催=国土交通省、都道府県 

協賛=(公財)建設業適正取引推進機構 

 

実施内容 

① ポスターの配布・掲示等 

国土交通省が作成・配布するポスター（別掲）を全国各地の地方整備局、都道府県、市町村、関係団体で掲示する。 

 

② 新聞、機関誌、ホームページや各媒体等を通じた広報 

 

③ 建設業者等を対象とした講習会等の開催 

都道府県単位を原則とし、各許可行政庁が連携、あるいは独自に建設業法の講習会等を実施する。 

特に、『建設業法令遵守ガイドライン（要旨別掲）』及び『下請契約及び下請代金支払いの適正化並びに施工管理の 

徹底等について』のほか、平成２８年７月に改訂された『社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン』についても、 

重点的な周知を行う。 

 

④ 立ち入り検査等の実施 

月間期間以外の立ち入り検査に加え、各許可行政庁が連携して立ち入り検査等による指導を行う。社会保険等の 

加入状況や、法定福利費を内訳明示した見積書の活用状況、安全衛生経費の負担状況の確認等も併せて行う。 

 

⑤ その他、各許可行政庁が自主的な事業の実施に努める。 

 

【各地方整備局の講習会等の開催情報】                                                   

北海道開発局、東北地方、関東地方、北陸地方、中部地方、近畿地方、中国地方、四国地方、九州地方、 

沖縄総合事務局 
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